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参考資料２ 

 

除染特別地域・汚染重点調査地域の指定要件等の要素 

 

１．除染特別地域の指定の要件 

 

 除染特別地域の指定の範囲は、警戒区域及び計画的避難区域とする（別添

１参照）。 

 

 

２．汚染状況重点調査地域の指定の要件（第３２条第１項） 

 

追加被ばく線量が年間１ミリシーベルト以上を指定要件の基準とし、こ

れを空間線量率に換算した場合に、空間線量率が毎時０．２３マイクロシ

ーベルト以上の地域を汚染状況重点調査地域に指定する。 

 

＜理由・考え方＞ 

① 指定要件の数値 

実際には、調査測定の結果は通常１時間値として得られることを踏まえ、

年間１ミリシーベルトに相当する１時間値である毎時０．２３マイクロシ

ーベルトを指定要件とする（換算方法は別添２参照）。 

なお、汚染状況重点調査地域の指定にあたっては、その地域の平均的な

空間線量率に基づき判断することとする。 

 

② 指定要件に適合するか否かの判断に使用する調査結果 

地域の指定については、早急に行う必要があることから、現在得られて

いる文部科学省の航空機モニタリング調査による地表面から１ｍの空間線

量率のデータ、及び自治体等による地上での測定結果で十分な信頼性があ

ると認められるもの（法３４条１項に基づき省令で定める調査測定方法と

同等以上の方法）を活用して判断することとする。 

 

③ 指定する地域の単位 

 原則として、指定は市町村単位で行うこととする。ただし、技術的・実

務的に可能であれば、町や字等の区域単位で指定することも可能とする。 
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３．汚染状況重点調査地域内の汚染状況の調査測定の方法（第３４条第１項） 

 

 調査測定の方法として、省令又は告示・ガイドライン等において、 

・測定機器（NaIシンチレーション式サーベイメータなど） 

・測定条件（放射線量を測定する際における測定地点での高さなど） 

・放射線量を測定する際の留意事項（測定機器が校正済みであるこ

となど） 

 などを示す。 

＜理由・考え方＞ 

既に示されている「学校等における放射線測定の手引き」（平成２３年８

月２６日文部科学省・日本原子力研究開発機構）や「除染作業にあたって

のモニタリングマニュアル」（平成２３年８月２６日原子力災害対策本部

「市町村による除染実施ガイドライン」の別添３）などと整合性を図りつ

つ示す必要がある。 

また、測定機器によっては、当該機器の信頼性が未確認のものもあるこ

とから、測定機器を定期的に校正することが重要である。 

 

 

４．除染実施計画を定めることとなる環境の汚染状態の要件（第３６条第１

項） 

 

 追加被ばく線量が年間１ミリシーベルト以上を要件の基準とし、これを

空間線量率に換算した場合に、空間線量率が毎時０．２３マイクロシーベ

ルト以上の区域を、除染実施計画を策定することとなる区域に規定する。 

 

＜理由・考え方＞ 

① 計画策定の要件の数値 

実際には、調査測定の結果は通常１時間値として得られることを踏まえ、

年間１ミリシーベルトに相当する１時間値である毎時０．２３マイクロシ

ーベルトを計画策定の要件とする。 

なお、除染実施計画の策定区域の決定にあたっては、その区域の平均的

な空間線量率に基づき判断することとする。 

 

② 詳細な調査の実施 

  汚染状況重点調査地域内で、空間線量率の詳細な調査測定を行うととも

に、既存の測定結果も加味したうえで、除染実施計画の策定区域を決定す

る。 

③ 除染実施計画を策定する区域の単位 
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 「除染に関する緊急実施基本方針」に基づく除染計画の策定状況や汚染

状況重点調査地域の指定状況を踏まえ、基本的には毎時０．２３マイクロ

シーベルトの範囲を示す線に基づいて、または街区等の詳細な区域単位で

除染実施計画の策定区域を決定する。 

 

５．除染実施計画の考え方（第３６条第２項） 

 

本省令では、除染実施計画の策定にあたり前提となる、汚染の状況に応

じた除染方針を定める。 

具体的には、追加被ばく線量が比較的高い区域については、必要に応じ、

表土のはぎ取り、建物、道路等の洗浄、枝打ち及び落ち葉除去等の除染等、

子どもの生活環境の除染等を行い、追加被ばく線量が比較的低い区域につ

いても、子どもの生活環境を中心とした対応を行うとともに、地域の実情

に十分に配慮した対応を行うものとする。 

 

＜理由・考え方＞ 

① 事故由来放射性物質による汚染の状況に応じた除染の実施 

住民の健康・安全の要請からは線量の高い生活圏の線量を低減する観点

から除染を行うことが基本であること、比較的線量が低い区域においては、

放射性物質の物理的減衰及び風雨などの自然的要因により一定の期間で

追加的被ばく線量は年間１ミリシーベルト以下になることが期待できる

ことなどを勘案しつつ、地域ごとの実情を踏まえ、優先順位や実現可能性

を踏まえた計画とすることが重要である。 

 

② 「除染に関する緊急実施基本方針」に基づく市町村除染計画との関係性 

特措法のもとでの除染実施計画は、市町村の緊急実施基本方針に基づく

除染計画とは異なり、法定受託事務として計画を策定するものとされてい

る。 

市町村が放射性物質汚染対処特措法に基づき策定する除染実施計画は、

「除染に関する緊急実施基本方針」に基づく市町村除染計画と可能な限り

整合性を図ることとするが、特措法に基づく除染実施計画については、特

措法で今後定められる基本方針や環境省令で定められる事項に適合する改

訂をしたうえ、環境大臣への協議が必要となる。 

 


